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 廃棄物処理施設の設置等を行う場合、生活環境影響調査を実施し事前協議書等

に資料として添付しなければなりません。生活環境影響調査では、事業の実施が生活

環境に及ぼす影響を調査し、必要に応じて生活環境の保全のための対策を検討します。 

（対象となる施設、生活環境影響調査を含む事前協議等の手続きや調査項目等は別紙

をご覧ください。なお、処分業者の方の場合は全ての施設が対象となります。） 

◎ 生活環境影響調査の流れ 

 
・大気環境（大気質、騒音、振動及び悪臭）及び水環境   
（水質及び地下水） 

 

 

 
・生活環境に影響を及ぼすおそれがある地域を設定 

 

 
 
 
・周辺地域における現況等（自然的条件、社会的条件）を把握 

 

 
 
 
・生活環境影響調査項目の変化の程度及びその範囲を把握 

 

 

 
 
・計画施設の設置による影響の程度について予測される変化の程

度等を考慮して分析 

 

 

 
・調査結果とりまとめ、調査書の作成 
 

産業廃棄物処理施設を新しく設置したい 

廃棄物処理施設を更新したい 

施設の処理量を増やしたい 

施設の処理品目を追加したい 

１．調査事項の整理 

２．調査対象地域の設定 

３．現況把握 

４．予測 

５．影響の分析 

６．生活環境影響調査書の作成 

廃棄物処理施設の稼働並びに当該施設に係る廃棄物の搬入及び 

保管に伴って生じるものが対象です。 

施設の種類や規模、立地場所の気象や水象等の自然的条件、 

人家の状況などの社会的条件等を考慮して設定します。 

原則として既存文献等により行い、不十分な場合は現地調査 

によりこれを補います。 

計画施設の構造及び維持管理を前提として一般的に用いられて 

いる予測手法により行います。 

環境基準等の目標と予測値の対比、生活環境への影響が実行 

可能な範囲で回避又は低減されているか等により判断します。 

一般財団法人  上越環境科学センター 
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生活環境影響調査の対象施設（産業廃棄物処理施設） 

産業廃物処理施設 
廃棄物処理法における 

許可対象施設の処理能力 

告示・縦覧 

専門家会議 

申請後の手続期間

の目安（最短）※ 

１ 汚泥の脱水施設 10m3／日以上 × 
事前協議：2 ヶ月 

設置許可：1 ヶ月 

２ 汚泥の乾燥施設 
10m3／日以上 

(天日乾燥施設:100m3／日以上) 
× 

事前協議：2 ヶ月 

設置許可：1 ヶ月 

３ 汚泥の焼却施設 

５m3／日以上 

200kg／ｈ以上 

火格子面積が２m2 以上 

○ 
事前協議：3 ヶ月 

設置許可：4 ヶ月 

４ 廃油の油水分離施設 10m3／日以上 × 
事前協議：2 ヶ月 

設置許可：1 ヶ月 

５ 廃油の焼却施設 

５m3／日以上 

200kg／ｈ以上 

火格子面積が２m2 以上 

○ 
事前協議：3 ヶ月 

設置許可：4 ヶ月 

６ 廃酸又は廃アルカリの中和施設 50m3／日以上 × 
事前協議：2 ヶ月 

設置許可：1 ヶ月 

７ 廃プラスチック類の破砕施設 ５ｔ／日以上 × 
事前協議：2 ヶ月 

設置許可：1 ヶ月 

８ 廃プラスチック類の焼却施設 
100kg／ｈ以上 

火格子面積が２m2 以上 
○ 

事前協議：3 ヶ月 

設置許可：4 ヶ月 

８の２ 木くず又はがれき類の破砕 

施設 
５ｔ／日以上 × 

事前協議：2 ヶ月 

設置許可：1 ヶ月 

９ 有害物質を含む汚泥のコンクリ 

ート固型化施設 
 × 

事前協議：2 ヶ月 

設置許可：1 ヶ月 

10 水銀又はその化合物を含む汚泥 

のばい焼施設 
 × 

事前協議：2 ヶ月 

設置許可：1 ヶ月 

10 の２ 廃水銀等の硫化施設  × 
事前協議：2 ヶ月 

設置許可：1 ヶ月 

11 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含 

まれるシアン化合物の分解施設 
 × 

事前協議：2 ヶ月 

設置許可：1 ヶ月 

11 の２ 廃石綿等又は石綿含有産業 

廃棄物の溶融施設 
 ○ 

事前協議：3 ヶ月 

設置許可：4 ヶ月 

12 廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物又は 

ＰＣＢ処理物の焼却施設 
 ○ 

事前協議：3 ヶ月 

設置許可：4 ヶ月 

12 の２ 廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理 

物の分解施設 
 ○ 

事前協議：3 ヶ月 

設置許可：4 ヶ月 

13 ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物 

の洗浄施設又は分離施設 
 ○ 

事前協議：3 ヶ月 

設置許可：4 ヶ月 

13 の２ 産業廃棄物の焼却施設 
200kg／ｈ以上 

火格子面積が２m2 以上 
○ 

事前協議：3 ヶ月 

設置許可：4 ヶ月 

14 産業廃棄物の最終処分場  ○ 
事前協議：3 ヶ月 

設置許可：4 ヶ月 

 

 

の有無 
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注）※印の手続きは「最終処分場」、「焼却施設」、「ＰＣＢ処理施設」及
び「廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設」を対象とする。 

新潟県における産業廃棄物処理施設の設置許可手続きフロー 

県 事 前 協 議 申 請 
（県要綱第 8 条） 

施 設 設 置 許 可 申 請 
（法第１５条第１項） 

地域の生活環境への影響を調査 

許可申請 
設置の計画、維持管理の計画 

生活環境影響調査 

事前協議審査（現地調査含む） 

事前協議完了 

関係市町村から
の 意 見 聴 取 

告示・縦覧※ 

施設の運営開始 

許   可 

使用前検査の実施 

専門的知識を有する者の意見聴取※ 

維持管理状況の記録・閲覧※ 

・一定の最終処分場について
は維持管理費用の積立て 

・最終処分場については廃止
の際の確認 

維持管理計画に従い適
切な維持管理を行わな
かった場合、許可の取
り消し等の処分 

国の定める技術上の基準への適合性に
加え、地域の生活環境に適正な配慮が
行われているかどうかについて審査 

関係住民からの意見書の提出※ 
（生活環境保全上の見地） 

関係市町村からの意見聴取※ 
（生活環境保全上の見地） 
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標準的な生活環境影響要因と生活環境影響調査項目の関連表（例） 

＜破砕・選別施設＞ 

調査事項 
生活環境影響要因 

生活環境影響調査項目 

施設排水 

の 排 出 
施設の稼働 

施設からの 
悪臭の漏洩 

廃棄物運搬 
車両の走行 

大

気

環

境 

大気質 

粉じん  ○   

二酸化窒素（NO2）    ○ 

浮遊粒子状物質（SPM）    ○ 

騒 音 騒音レベル  ○  ○ 

振 動 振動レベル  ○  ○ 

悪 臭 
特定悪臭物質濃度 
または臭気指数（臭気濃度） 

  ○  

水

環

境 

水 質 

生物化学的酸素要求量（BOD） 
または化学的酸素要求量（COD） 

○    

浮遊物質量（SS） ○    

その他必要な項目 ○    

＜焼却施設＞ 

調査事項 

生活環境影響要因 

 

生活環境影響調査項目 

煙突排ガ 

スの排出 

施設排水 

の 排 出 

施 設 の 

稼  働 

施設から 

の 悪 臭 
の 漏 洩 

廃 棄 物 

運搬車両 
の 走 行 

大

気

環

境 

大気質 

二酸化硫黄（SO2） ○     

二酸化窒素（NO2） ○    ○ 

浮遊粒子状物質（SPM） ○    ○ 

塩化水素（HCl） ○     

水銀（Hg） ○     

ダイオキシン類 ○     

その他必要な項目 ○     

騒 音 騒音レベル   ○  ○ 

振 動 振動レベル   ○  ○ 

悪 臭 
特定悪臭物質濃度 
または臭気指数（臭気濃度） 

○   ○  

水

環

境 

水 質 

生物化学的酸素要求量（BOD） 
または化学的酸素要求量（COD） 

 ○    

浮遊物質量（SS）  ○    

ダイオキシン類  ○    

その他必要な項目  ○    

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人  上越環境科学センター 

〒942-0063 新潟県上越市下門前 1666 番地 
 

T E L  ： 025-544-5021（直通）      025-543-7664（代） 

F A X  ： 025-545-2498（直通）   025-543-7882（代） 

E-mail ：（総合）info@jo-kan.or.jp    U R L  ： https://www.jo-kan.or.jp 

まずは、計画調査課 までお問い合わせください。 


